
 

 

 

公益社団法人会津坂下地方広域シルバー人材センター 

会 員 互 助 会 会 則 

 

第１条 本会は公益社団法人会津坂下地方広域シルバー人材センター（以下「センター」と

いう。）の正会員（以下「会員」という。）をもって組織し、会員の親睦並びに相互共助を

はかり、センターの発展に寄与することを目的とする。 

第２条 本会の事務所は、センター事務所内に置く。 

第３条 本会は、つぎの事業を行うものとする。 

２  会員の福利・厚生に関すること。 

３ 会員の慶弔に関すること。  

４ その他必要と認めた事業。 

第４条 本会に次の役員をおく。 

  会長   １名 

   副会長  ２名（理事１名含む） 

   幹事   ６名 

   監事   ２名 

２ 幹事及び監事は、総会において会員から選出する。 

３ 会長はセンターの理事長とし、副会長は幹事の互選とする。 

４ 庶務会計は１名とし、会長が委嘱する。 

第５条 役員任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠による役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

第６条 定期総会は、年度終了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 幹事会は、必要の都度会長が召集する。 

３ 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議長は出席した会員の中から選出する。 

議案は出席会員の過半数以上の賛成をもって議決する。 

４ 幹事会は、過半数の出席をもって成立し、議長は会長がこれにあたり、議案は出席幹 

事の過半数以上の賛成をもって議決する。 

第７条 本会の会費は、年１，０００円とする。 

第８条 この会の運営費は、次にあげるものをもって構成する。 

  会費 

  助成金 

  寄付金 

  その他 

第９条 慶弔は、次による。 

(１) 会員が１４日以上入院したとき。 見舞金 ５，０００円（当該年度１回限り） 

(２) 会員が死亡したとき。         １０，０００円 及び 弔電 

(３) 就業中に死亡したとき。        ２０，０００円 及び 弔電 

(４) 会員の慶事については幹事会において決める。但し新入会員で入会後６ヶ月以内及



 

 

 

び未就業者で１年以内の者は除く 

第１０条 会員の慰安・行事その他必要な事項については、幹事会において協議し、決定す

る。 

第１１条 本会の会計（事業）年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

第１２条 この会則の改廃は、幹事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。 

附 則  

１ 本会則は、平成１２年５月３０日から施行する。 

２ 互助会の設立当初の役員は、第４条第２項の会則にかかわらず、別紙役員名簿のとおり

とし、その任期は、第５条第１項にかかわらず、平成１３年３月３１日までとする。 

３ 互助会の設立当初の事業及び会計年度は、第１１条の会則にかかわらず、設立の日から

平成１３年３月３１日までとする。 

４ 互助会設立初年度の事業計画及び予算は、第１１条の会則にかかわらず、設立総会の定

めるところによる。    

附 則 

この会則は、平成１７年６月３日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

      附 則 

この会則の一部改正は、平成２５年５月１０日から施行し、平成２５年４月１日から適 

用する。 

附 則 

この会則の一部改正は、平成２７年６月２日から施行し、平成２７年４月１日から適用 

する。 

 


